
       事 務 連 絡 

      平成２６年６月２３日 

 

都 道 府 県  

各  保健所設置市  衛生主管部（局） 

特 別 区  院内感染対策主管課 御中 

 

                      厚生労働省医政局指導課 

                                           

医療機関等において多剤耐性菌によるアウトブレイクを疑う基準について 

 

日頃より院内感染対策へのご協力を賜り厚くお礼申し上げます。病院内での

感染症アウトブレイクへの対応については、「医療機関等における院内感染対策

について」（平成２３年６月１７日付け、医政指発 0617第１号）において、医

療機関における院内感染対策の留意事項を示し、貴管下医療施設に対する指導

方お願いしているところです。その中で多剤耐性菌によるアウトブレイクを疑

う基準を、「一例目の発見から四週間以内に、同一病棟において新規に同一菌種

による感染症の発病症例(以下の四菌種は保菌者を含む：バンコマイシン耐性黄

色ブドウ球菌(VRSA）、多剤耐性緑膿菌(MDRP)、バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)、

多剤耐性アシネトバクター・バウマニ(Acinetobacter baumannii))が計三例以

上特定された場合、あるいは、同一機関内で同一菌株と思われる感染症の発病

症例(抗菌薬感受性パターンが類似した症例等)(前記の四菌種は保菌者を含む)

が計三例以上特定された場合を基本とすること。」としてきたところですが、昨

今の研究から、菌種が異なっていても耐性遺伝子が菌種の間で伝播して起こる

アウトブレイクがあることが明らかになりました。 

病院内において、菌種が異なっていても多剤耐性菌による感染症例もしくは

保菌例が複数見られた場合は、念のためアウトブレイクを疑い、保健所へ速や

かに報告するとともに必要な対策をとるよう、貴管下医療施設に対して指導方

よろしくお願いいたします。 

なお、上記通知に示されたアウトブレイクを疑う基準に関しては、今後、有

識者からも意見を聴取し、改正の検討を進める予定です。 

また、多剤耐性菌が分離された場合は、遺伝子解析等の詳細な解析について、

引き き  感染症研究所細菌第 部に  することが可能ですので、 方衛

生研究所  貴管下医療施設への周知方、よろしくお願いいたします。 

 

（連絡先・問い合わせ先） 

  感染症研究所 細菌第 部 Eメール： taiseikin@nih.go.jp 


































































